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全員配付 令和２年４月７日

学校だより 水沢小学校

十日町市馬場丁１６４１

℡０２５－７５８－２０１４

３月２日（月）から始まった臨時休業期間は行動が制限され、子どもたちにとっては、ストレ

スがかかる時間だったと思います。

本日、令和２年度がスタートしましたが、この先も新型コロナウイルスの影響が考えられ、保

護者の皆様におかれましては、お子さんの健康面を始め、多くの心配を抱えていらっしゃること

と思います。学校では、再開に向けて、「子どもの安全・安心」を第一に、教職員が共通理解に

立って準備を進めてきました。具体的には、十日町市教育委員会の指導に基づき、以下のような

取組を進めていきます。ご心配な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

１ 各ご家庭へのお願

健康観察の実施

（１）お子さんの体温測定の実施（朝晩２回、必ず実施してください）

・７日配付のカードに記入し、毎日提出をお願いします。カードは担任がチェックします。

体温測定をせずに登校した場合は、保健室での検温が必要になります。

（２）風邪等の症状の有無の確認（次の症状がある場合は欠席させてください。）

・37.5度以上の発熱（37.5度以下でも、平熱に比べて高い時は欠席を検討してください。）

・風邪症状（咳、くしゃみ、頭痛、腹痛等）

２ 学校の取組

衛生面について

（１）マスクの着用

・食事の時間以外は、マスクを付けて生活します。

・咳エチケットについては、ご家庭でもご指導ください。

（２）清潔なハンカチ、ティッシュペーパーの携行

・手洗いを徹底します。ハンカチ（フェイスタオル等も可）は複数枚持たせていただける

とありがたいです。最初の１週間は、毎日、学校で確認をします。

（３）うがい、手洗いの徹底

（４）換気の徹底

・１時間毎に教室、廊下の窓を全開して換気します。

・授業中、教室出入口の扉は常時、窓は気温等により適宜開放します。

（５）教室は週１回、消毒液の散布を行います（１週間効果があるため）。また、手すりやドア

ノブ等は、毎日消毒します。
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学習環境の整備について

（１）机の間隔をできるだけ離します。

（２）学習等の進め方に配慮します。

・直接、間接の接触を避けるため、学習内容の入れ替えや学習の仕方を工夫します。

・４月中に施設見学等は行いません。

・当面、外部講師等による指導は行いません。

休憩時間の過ごし方について

（１）遊具、ボール等は、当面使用できません。（遊具等を媒介した感染予防のため）

（２）グラウンドでの外遊びを推奨します。

（３）体育館の掃き出し窓を開放し、換気を実施します。

給食について

（１）手洗いを徹底します。確認のため、各教室とも給食準備は教職員２人体制とします。

（２）机は前向きとし、私語は避けます。

３ 子どもたちへの指導

始業式後、放送により、次の点について指導を行いました。

（１）いじめにつながる言動をしない

・「新型コロナ」等を差別語として使わないこと

・「新型コロナ」罹患者や家族を差別したり、デマを流したりしないこと

・風邪、喘息、花粉症等による咳やくしゃみに対して過剰に反応しないこと 等

（２）保健、衛生面について

・自分でできる体調管理（検温、体調不良時の申告）をすること

・手洗い（具体的な洗い方を指導）、うがい、咳エチケット等を行うこと

・清潔なハンカチ、ティッシュペーパーを持ち歩くこと

・人との距離を取ること、用具等の共用や貸し借りをしないこと 等

４ 学校行事等

制限されることが多く、学校行事等の中止や見直しが必要です。当面の行事については、４月

２日のＰＴＡ三役会で説明し、ご意見をお聞かせいただきました。対応については、別紙「新型

コロナウイルス感染防止に関わる関連行事について」を参照してください。

なお、児童会行事の「１年生を迎える会」は、実施しません。（集会ではなく、１年生へのお

祝いの気持ちを表す取組でできることを考えます。）

運動会は、応援を始め様々な種目の実施が難しい状況です。当日の応援席の設定等についても、

十分な検討が必要であり、例年通りの開催は難しいと思われます。延期も含めた日程、種目等に

ついての検討を行います。

上記以外の活動についても、実施の可否、見直し等について検討する必要があります。他の活

動との関連がありますので、しばらくお時間をいただきますことをご了承ください。


